
林 泰則

左より、医療･介護･福祉の会･小島代表理事、宮本議員、全労連･秋山副議長、畦元政務官、全日本民医連･林事務局次長、
中央社保協･林事務局長、介護をよくする市民の会･澤部さん、リモート参加で21老福連・井上事務局長

全日本民医連事務局次長
中央社保協介護障害者部会

●● 介護保険のいまと未来を考えるつどい

●●● ２０２５年１２月７日（日）１３：００～１６：３０／建設プラザかながわ

ＳＴＯＰ！介護崩壊
－これ以上の負担増･サービス縮小は許されない

２０２５・１１・２０
介護請願署名国会提出集会（第一次）･･･９２，２６３筆を提出

★ 署名提出のあと厚労省への要請行動。現場・利
用者の声、団体署名を届けました

Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連
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新たな介護請願署名＝２０２５年臨時国会・２０２６年通常国会に提出

１ 介護保険の利用に困難をもたらす利用料２割負担の対象拡大、ケアプランの有
料化、要介護１、２の保険給付はずし（総合事業への移行）など、介護保険の利用
に重大な困難をもたらす新たな制度見直しを検討しないこと･･･【改悪阻止】

２ 訪問介護の基本報酬引き下げを撤回し、介護報酬全体の大幅な底上げを図る再
改定を至急行うこと。その際はサービスの利用に支障が生じないよう、利用料負
担の軽減などの対策を講じること･･･【介護報酬】

３ 全額国庫負担により、すべての介護従事者の給与を全産業平均まで早急に引き
上げること。介護従事者を大幅に増やし、一人夜勤の解消、人員配置基準の引き
上げを行うこと･･･【処遇改善】

４ 必要なときに必要な介護が保障されるよう、介護保険料、利用料などの費用負担
の軽減、サービスの拡充による介護保険制度の抜本的な見直しを行うこと。介護
保険財政に対する国庫負担の割合を大幅に引き上げること･･･【制度改善】

介護保険制度の改善、介護従事者の処遇改善を求める請願署名

ー新たな利用困難をもたらす見直しを中止し、
介護する人、受ける人がともに大切にされる介護保険制度へー
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きょうはこんなお話をします

● はじめに－介護保険をめぐって

● 介護保険２５年を振り返る－「持続可能性」の追求と「給付と負担の見直し」

● 介護事業所の実態－深刻化する人手不足と経営難

● 介護保険の現状－公的制度として重大な「機能不全」状態

● 現在までに明らかにされてる介護保険の次期見直しの内容

● 政府が進める
社会保障制度改革

● 私たちの要求と
今後の課題

新宿御苑
さいたま市・別所沼公園（2025・11・30）
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２０２５年３月末２０００年４月末

１．６倍３，５８４万人⇒２，１６５万人第１号被保険者数

２０２５年３月末２０００年４月末

３．３倍７２０万人⇒２１８万人認定者数

２０２５年３月末２０００年４月末

４．４倍４３２万人⇒９７万人在宅サービス利用者数

１．８倍９６万人⇒５２万人施設サービス利用者

９２万人⇒－地域密着型サービス利用者数

介護保険施行２５年－「介護の社会化」を掲げてスタート
＜介護を家族だけに任せずに、社会全体でささえよう＞

● 「介護が社会全体の課題であるという認識を国民の中に広げ、より多くの高齢者に公的制度によるサービスを
届ける環境を整えたという点で、介護保険制度は大きな役割を果たしてきたと言えるでしょう」（中央社保協 『社会
保障入門テキスト』）

❶ ６５歳以上被保険者の増加

❷ 要介護（要支援）認定者数の増加

❸ サービス利用者の増加

（出典：介護保険事業状況報告）
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● 経済的な事情で、必要な介護を受けられな
い、減らさざるを得ないケースが後を絶たない

● 家族の介護を理由とする「介護離職」

他方で、深刻な介護困難が生じている現実

－年間９万人～１０万人前後で推移

毎日新聞２０２３・7・１９

★ 家族の介護負担は
減っていない

・ 社会問題化している
「ヤングケアラー」

・ 「８０５０問題」
「８０５０２０問題」

･･･「９０６０」問題

埼玉県
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介護給付費は４倍に増加－「介護制度改革が必要」

財務省・財政審（２０２５・１１・１１）資料 https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20251111/03.pdf
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介護保険２５年の経過－「制度の持続可能性の確保」をめざして

介護保険料※ 介護報酬給付の見直し負担の見直し

2,911円－第１期

（00～02年度）

3,293円▲2.3％●基盤整備の総量規制●施設等の居住費・食費の徴収開始第２期

●給付適正化対策スタート＋補足給付（負担軽減制度）導入（03～05年度）

4,060円▲2.4％●新予防給付（要支援１､２）の創設第３期

【予防重視型システムへの転換】（06～08年度）

4,190円＋3.0％●処遇改善交付金制度創設第４期
※実質プラス改定●認定制度の全面見直し 【軽度判定化】（09～11年度）

4,972円＋1.2％●処遇改善交付金を介護報酬に編入第５期
※実質▲0.8％（→利用者負担が発生）

＜消費税８％へ＞

（12～14年度）

5,514円▲2.27％●総合事業スタート 【給付から事業へ】●利用料２割負担導入第６期

※基本報酬で●特養の入所対象を原則要介護３以上に●補足給付に資産（15～17年度）

▲4.48％★「自立」理念の転換（未来投資会議）要件等導入

5,869円＋0.54％●生活援助（訪問介護）に届出制導入●利用料３割負担導入第７期

※適正化分で●福祉用具の平均貸与価格の設定●高額介護サービス費上限引き上げ（18～20年度）

▲0.5％★財政インセンティブ導入●総報酬割導入 ＜消費税１０％へ＞

6,014円＋0.67％●ＬＩＦＥ（科学的介護）導入●補足給付の資産要件等の見直し第８期

※コロナ対応分は（21～23年度）

21年9月末まで

6,225円＋1.59％●「生産性の向上」を加算で評価第９期

（24～26年度）

◆ 「史上最悪」の改悪を提案
＝全面実施は見送り（２０２２年）

↓↓
◆ 利用料２割負担の対象拡大等

＝２０２５年に審議再スタート

基準額の全国平均

社会保障・税一体改革

全世代型
社会保障改革

小泉構造改革

新しい資本主義

★負担は上がり、給付は削られ、報酬は低く据え置かれ･･･
一方で、介護保険料は右肩上がりに上昇

聖域なき構造改革
６
年
に
１
度
の
法
「
改
正
」

■ 社会保障制度改革推進法

３
年
に
１
度
の
法
「
改
正
」
（
他
法
と
の
一
括「
改
正
」
）

→ ２０１５年

→ ２０２５年

→ ２０４０年

■ 戦争法制定
経済・財政一体改革

アベノミクス
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補足給付の見直し❶－資産要件など導入（２０１５年８月～）

資産要件
補足給付段階

見直し案現行
1000万円以下

1000万円以下

第１段階

650万円以下第２段階

第３段階
550万円以下第３段階①

500万円以下第３段階②

【１】 資産要件（２０１５年８月導入）の見直し

利用者数
（2019・3）

収入要件補足給付
段階 負担月額見直し案現行

3.1万人2.6万円（変更なし）現行どおり生活保護被保護者等第１段階

17.5万人4.0万円（変更なし）現行どおり
世帯全員が市町村民税
非課税本人年収80万円
以下

第２段階

31.4万人
5.9万円（変更なし）

①本人年金収入80万
円超120万円以下

第３段階①世帯全員が市町村民税
非課税
本人年収80万円超

第３段階
5.9万円→8.2万円
（食費＋２.２万円）

②本人年金収入120
万円超

第３段階②

受給者数見直し後現行
補足給付

段階
0.6万人現行どおり300円第１段階300円第１段階
2.8万人＋210円600円第２段階390円第２段階

5.7万人
＋350円1000円第３段階①

650円第３段階
＋650円1300円第３段階②

【２－１】 食費の見直し＝施設（特養多床室の場合の居住費・食費・利用料・介護保険料の負担合計月額）

【２－２】 食費の見直し＝短期入所（ショートスティ）

補足給付の見直し❷－資産要件、食費（２０２１年８月～）

（基準額超え）→ 補足給付の対象外
＜貯金を取り崩して入所継続＞

（基準額内）→     補足給付の対象

＜収入によっては食費の負担増＞
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合計
要介護
３～５

要介護
１・２ うち在宅

52.2 15.2 34.4 17.8 ２０１４・３

36.6 12.3 29.5 (7.1)※２０１６・６

32.6 11.6 29.2 (3.4)※２０１９・４

27.510.625.3(2.2)※２０２２・４

特養入所を原則要介護３以上へ（２０１５年度）

（単位：万人）

※ 「参考値」＝特例入所（要介護１・２）

〔要件（勘案事項）の案〕
● 認知症であることにより、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、在宅生活が困難
な状態であるか否か。
● 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られ、在宅生活
が困難な状態であるか否か。
● 家族等による深刻な虐待が疑われる等により、心身の安全・安心の確保が困難な状態であるか否か。
● 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により、家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービ
スや生活支援の供給が十分に認められないことにより、在宅生活が困難な状態であるか否か。

★ 特例入所の判断に当たっては、･･･その判定手続きにおいては、市町村の適切な関与が必要。

特養申込者数推移（厚労省）
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総合事業の創設（２０１５年度）

■ （要支援１・２） 訪問介護 ⇒ 「訪問型サービス」（現行相当サービス、「多様なサービス」）
通所介護 ⇒ 「通所型サービス」（現行相当サービス、「多様なサービス」）

★ 状態像をふまえながら、現行相当サービス → サービスＡ（緩和型サービス） → サービスＢ（ボランティア）
へと移し変えていく

★ 委託単価切り下げ

緩和型
サービス

ボランティア
★ ★
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介護給付

原則９割給付
（一部８割給付 ）
（一部７割給付）

介護給付

９割給付

介護給付

９割給付

要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

要支援２

要支援１

（新）

予防給付

要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

要支援 予防給付 予
防
給
付

地域支援事業

２０００年４月 ２００６年４月

★１

総
合
事
業
★

給付体系の再編（２０００年～現在）･･･「重点化・効率化」

165,800 要介護１165,800 要介護１

104,000 要支援２61,500 要支援

49,700 要支援１

◆支給限度額（上限額・円）

１割利用料 １割利用料 原則１割利用料

（一定以上所得）

２割利用料
３割利用料

要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

要支援２

要支援１

一般介護予防事業
地域支援事業

＜再 編＞

２０１８年（８月）

（介護予防事業など）

（２００５年「改正」） （１１年・１４年・１７年「改正」）

●給付体系･･･軽度給付の縮小＋中重度へのシフト、
●給付内容･･･介護の「医療化」＋福祉的サービス（生活援助など）の縮小

★
訪
問
介
護
・通
所
介
護

特
養
入
所

原
則
要
介
護
３
以
上

（要
介
護
１
、
２
は
特
例
入
所
）
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【安倍首相（当時）】

・ 介護でもパラダイムシフトを起こします。これまでの介護は、目の前

の高齢者ができないことをお世話することが中心でありまして、その結
果、現場の労働環境も大変厳しいものでもありました。これからは、高
齢者が自分でできるようになることを助ける自立支援に軸足を置きま
す。本人が望む限り、介護は要らない状態までの回復をできる限り目
指していきます。

・ 見守りセンサーやロボット等を開発し、そして導入し、介護に携わる

方々の負担を軽減するとともに、介護現場にいる皆さんが自分たちの
努力、あるいは能力を生かしていくことによって、要介護度が下がって
いく達成感をともに味わうことができるということは、専門職としての働
きがいにつながっていくことではないかと思います。

・ スピード感を持ってパラダイムシフトを起こすため、特定の先進事例

を予算などで後押しするだけではなく、医療や介護の報酬や人員配置
基準といった制度の改革に踏み込んでいきます。

「自立支援介護」への転換－「自立」の理念の見直し（２０１６年１１月）

未来投資会議＝経済成長戦略（未来投資戦略）の「司令塔」

★ 食事・入浴介助等を中心とした「お世話型介護」から「自立支援型介護」（科学的介護）へ

日経新聞 ２０１６月１１月１１日

読売新聞
２０１６月１１月１１日

自立＝介護が要らない状態
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【評価項目（一部）】

● 一定期間における要介護認定者の要介護認
定の変化率の状況はどのようになっ ているか
＜１０点（加点あり）＞
● 生活援助の訪問回数の多いケア プラン（生活
援助ケアプラン）の地域 ケア会議等での検証に
ついて、 実施体制を確保しているか ＜１０点＞
● 給付実績を活用した適正化事業を実施してい
るか ＜１０点＞
● ケアプラン点検をどの程度実施しているか
＜１０点＞

財政インセンティブの導入＝“保険者機能の強化”（２０１８年度～）

交付金等の
傾斜配分
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改定率 ＋１.５９％

２０２４年度介護報酬改定はどのような改定だったか

不十分な引き上げ幅にとどまる

＝ ★「ヒト桁違う」賃金改善 ＋ ★物価上昇率に見合わない

（世論と運動でプラス改定を実現させたが･･････）

☆ 「２０２４年度＋２.５％（７５００円相当）、２０２５年度＋２.０％（６０００円相当）のベースアップを見込む」

☆☆ 事業所の収益分

財務・厚労大臣折衝
（２０２３年１２月２０日）
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報酬改定の陰で制度改悪実施、「効率化」を推進

■ 施設多床室での室料徴収の対象拡大

● その他型・療養型老健施設、Ⅱ型介護医療院
● 月額８０００円の負担増（第４段階）
● ２０２５年８月から実施予定

■ 特定施設の人員配置基準の「柔軟化」

● 見守りセンサーの使用等を要件に人員配置を「３：１」から「３：０.９」へ

● ＜政府方針＞
･ ･･特養についても、「エビデンス」が確認された
場合は、期中でも人員基準の柔軟化を行う

❶ 人を機械に置き換えても人手不足は解消されない
❷ 不十分な実証事業ー「エビデンス」に値するか

■ 福祉用具に貸与・購入の「選択制」を導入

● 固定用スロープ、歩行器、単点杖、多点杖が対象
● 財務省は全面購入制主張

･･･居宅介護支援費節減のため
● 福祉用具は貸与が原則（状態変化、進歩に即応）

● 「生産性の向上」を目的とする加算を創設、「生産性向上」は今後の事業運営の前提条件

● 「生産性の向上」＝「できるだけ少ない人数・時間で成果を出す」＋「質の向上」（介護の価値を高める）

★ 人手不足への対応 ･･･ 増員・処遇改善 ＜ 「効率化」

介護医療院
（Ⅱ型）

老健施設

（万人） 療養型その他

4.40.50.8利用者

3.80.40.6うち多床室

1.80.20.2うち第４段階

＊2022年度実証事業･･･1法人12施設
＊2023年度実証事業･･･3法人5施設

（実証事業の期間は2カ月）
・ 要介護度の偏り
・ 「柔軟化」が可能だったのは6施設

「生産性の向上」のｌ推進

※省力化などでケアの時間を増やす･･･等

Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

内訳等改定率
▲2.3％2003年

施設等の食費・居住費の自己負担化分（05年10月～）をふくむ▲2.4％2006年
＋3.0％2009年

処遇改善補助金（報酬2.0％相当）を組み入れ、実質▲0.8％＋1.2％2012年
消費税への対応－区分支給限度額の引き上げなど＋0.63％※2014年

基本報酬で▲4.48％（全サービスで引き下げ）▲2.27％2015年
処遇改善（1万円相当）＋1.14％※2017年

通所介護等で▲0.5％の適正化＋0.54％2018年
処遇改善（1.67％）、消費税対応（0.39％）、補足給付（0.06％）＋2.13％※2019年

うち＋0.05％はコロナ対策（～2021年9月）。第8期通算＋0.67％＋0.70％2021年
処遇改善（9,000円相当）＋1.13％※ 2022年

うち処遇改善＋0.98％、その他（基本報酬分など）＋0.61％＋1.59％2024年
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報酬改定実施年度

老人福祉・介護事業者倒産件数（２０００年～２０２４年）
出典：東京商工リサーチ調査

介護報酬改定の経過と 老人･介護事業者倒産件数の推移

★ 小規模事業所が多数

・負債額別＝負債１億円未満が約８割
・従業員数別＝１０人未満が８割超
・資本金別＝資本金１０００万円未満が８割（個人企業他含む）

１７２

コロナ禍
コロナ対策禍
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訪問介護－事業形態・規模、地域性の違いを無視した乱暴な引き下げ

★ ３６.７％が赤字

★２０２２年度
＝４２．８％が赤字

（有効回答：１９０１事業所）

● 事業規模の違い

■ 訪問介護は４割が赤字
－福祉医療機構調査

■ 訪問介護の報酬は上がっていない
（介護保険施行２０００年がピーク）

対象事業所数 ３１０５
有効回答 １３１１
回答率 ４２.２% ★ 高齢者住宅に併設され、住宅内だけ訪問する

タイプの事業所が収差率を引き上げている

● 地域性の違い（都市部・地方）

● 事業形態の違い（併設型・地域型）

2024
／2000

202420212018201520122009200620032000（改定年度）

-3.7%387396394388402402402402402３０分以上１時間未満

-2.9%567579575564584584584584584１時間以上

厚労省「令和５年度介護事業経営実態調査」

･･･移動距離など

Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

■ 訪問介護
■ 通所･短期入所
■ 有料老人ホーム
■ その他

老人福祉・介護事業の倒産件数推移
（再掲：主要サービス事業内訳）

老人福祉・介護事業の倒産と休廃業･解散の合計 年次推移
（主要サービス事業内訳）

訪問介護が最多－倒産件数、休廃業・解散件数（２０１３年・１５年～２０２４年）

※東京商工リサーチ調査

※東京商工リサーチ調査

★ 小規模事業所が多数

・負債額別＝負債１億円未満が約８割
・従業員数別＝１０人未満が８割超
・資本金別＝資本金１０００万円未満が

８割（個人企業他含む）

訪問介護

（47.1％）

（67.5％）
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■ 訪問介護事業所の倒産－２０２５年１～６月過去最多

■ 訪問介護事業所の２０２４年９月時収益（対前年同月比） ■ 訪問介護事業所がない
自治体数の推移

★ すべての地域（「都市部」「中山間・離島」「その他」）において
訪問介護事業所６割が減収、５％減収が最多！（厚労省調査）

★ 倒産する事業者の規模も変わりつつある。これまで倒産は小・零細
事業者が大半だったが、従業員10名以上が9件（前年同期比125.0％
増）、負債1億円以上が6件（同100.0％増）、資本金1,000万円以上が6件

（同100.0％増）と次第に中小・中堅規模に倒産が広がっている。

訪問介護事業所の困難の広がり－事業規模・地域に関わりなく

■ 件数

－負債総額
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ヘルパーの有効求人倍率－１４倍超

3.29 

4.95 

7.04 

9.30 

11.33 

13.10 

15.03 14.92 14.76 15.53 
14.14 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

ケアマネジャー試験の受験者・合格者数激減
第３回ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会（２０２４・６・２４）資料
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入学定員数（人） 入学者数（人） 定員充足率（％）

定員割れ続く介護福祉士養成校
※ 養成施設数 2022年：３１４施設⇒ 2024年：279施設

※ 日本介護福祉士養成協会調べ

203.0 

210.6 
211.9 

214.9 215.4 

212.6 

195.0

200.0

205.0

210.0

215.0

2018年度2019年度2020年度2021年度2022年度2023年度

※厚労省「介護サービス施設・事業所調査」
２１５.４万人（２０２２年度）

→ ２１２.６万人（２０２３年度）
［▲２.８万人］

介護従事者数が前年比はじめて減少

定員充足率

58.8％

外国人留学生
3,054名
（46.7％）
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第１２０回介護保険部会（２０２５年５月１９日）資料

介護職員の不足見込み－２０２６年度２５万人、４０年５７万人

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57936.html
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全産業平均との給与差がさらに拡大（２０２４年）

第１２０回介護保険部会（２０２５年５月１９日）資料

【出典】厚生労働省「賃金構造基本統計調査」を基に作成。
注）賞与込み給与は、調査年の６月分として支払われた給与に調査年の前年の１月から12月分の賞与の1/12を加えて算出した額。

７.０万円２０２１年

６.８万円２０２２年

６.９万円２０２３年

８.３万円

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57936.html
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右肩上がりの介護保険料－第９期は６,２２５円（基準額の平均）

Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

深刻な「機能不全」を起こしている介護保険制度
－ 「サービスの空洞化」＝「保険あって介護なし」の現実化・強化－

❶ 【利用者にとって】 ＝＜利用できない・利用させない＞介護保険
･･･ 相次ぐ制度の見直し（給付の削減・負担の引き上げ）による利用制限の強化

（負担） 利用料２割負担・３割負担の導入、施設等での食費・居住費の自己負担化、補足給付 に資産
要件等導入＋厳格化、高額介護サービス費の負担上限額引き上げ、等

（給付） 新予防給付（要支援１、２）創設）、要介護認定見直し（軽度判定誘導）、「総合事業」創設、 特
養入所制限（原則要介護３以上）、生活援助多数回数利用プラ ンの届け出義務化、等

（さらに） ・ 「自立」の理念の改変（２０１６年）、保険給付からの“卒業”（強制退学＝自立支援）促進

・ 財政インセンティブ導入･･･給付「適正化」を自治体に競わせる（保険者機能の強化？）

❷ 【事業者にとって】 ＝＜必要なサービスを提供できない＞介護保険
･･･ 事業の存続を左右しかねない慢性的な人手不足と厳しい経営困難

★★ 低く据え置かれた介護報酬、遅々として進まない処遇改善

●● にも関わらず･･･介護保険料は右肩上がりに上昇

２０００年（第１期）：２,９１１円⇒⇒ ２０１８年（第７期）：５,８６９円⇒⇒ ２０２４年（第９期）：６,２２５円

❸ 介護保険料を払っているのに、必要なサービスを受けられない

★ 「国家的（保険）詐欺」！

“保険料を納めた人には平等に給付を行うのが保険制度の大原則”“介護保険は「国家的詐欺」に
なりつつあると思えてならない”／元厚労省老健局長・堤修三氏（2015.11.10 「シルバー産業新聞」）

誰のための､何のための
「持続可能性」？

「介護の社会化」から
「介護の再家族化」へ



Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

自治体の９７％が「介護保険の持続可能性」に危機感！

● ２０２５年６～７月 共同通信社調査

東京新聞 ２０２５年８月３１日

Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

（２０２２年秋に論点として示された「史上最悪の見直し案」）

【１】 高齢者の負担能力に応じた負担の見直し

● 高所得高齢者の保険料の引き上げ

● 利用料２割負担の対象者を拡大

● 利用料３割負担の対象者を拡大

● 補足給付の見直し

【２】 制度間の公平性や均衡等を踏まえた給付内容の見直し

● 多床室室料負担の対象拡大

● ケアマネジメント（ケアプラン）の有料化

● 要介護１、２の生活援助サービス等を地域支援事業に移行

【３】 被保険者範囲 ・ 受給者範囲

● 被保険者範囲の見直し（被保険者の年齢引き下げ）

前回の見直し（２０２２年審議）で何が検討されたか



Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連史上最悪の制度改定を許さないオンライン集会（２０２３年１０月１１月）

認知症の人と家族の会が
緊急署名１０万筆を提出

見直し案の全面撤回を！－各地で広がった声

介護７団体 の団体署名を厚労省・畦元政務官に提出（２０２３年６月６日）
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（２０２２年秋に論点として示された「史上最悪の見直し案」）

【１】 高齢者の負担能力に応じた負担の見直し

● 高所得高齢者の保険料の引き上げ → 実施（年収４２０万円以上）

● 利用料２割負担の対象者を拡大

● 利用料３割負担の対象者を拡大

● 補足給付の見直し

【２】 制度間の公平性や均衡等を踏まえた給付内容の見直し

● 多床室室料負担の対象拡大 → 一部の老健施設・介護医療院に拡大

● ケアマネジメント（ケアプラン）の有料化

● 要介護１、２の生活援助サービス等を地域支援事業に移行

【３】 被保険者範囲 ・ 受給者範囲

● 被保険者範囲の見直し（被保険者の年齢引き下げ）

前回の見直し（２０２２年審議）の結果

先送り

先送り

･･･「三大改悪」メニュー



Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

介護保険見直しの審議スタート（２０２４年１２月～）

「給付と負担の見直し」の審議

参院選後・２０２５年９月～
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「給付と負担の見直し」の論点（介護保険部会 １０月２７日）

これまでの本部会での議論や全世代型社会保障改革の議論及び介護保険制
度の現状を踏まえ、各テーマの今後の検討について、どう考えるか。

利用料２割負担
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三大改悪ふたたび！！･･･２０２５年秋 審議再開！
２０２５年１２月までに審議会（介護保険部会）報告とりまとめ⇒ ２０２６年通常国会に法案を提出

ケアマネジメントの有料化

利用料２割負担の対象者の拡大 要介護１、２の生活援助サービス等を地域支援事業に移行

© 全日本民医連介護チラシ

© 全日本民医連介護チラシ

★入り口でシャットアウト
＜水際作戦＞

【三大改悪にとどまらず･･････】

● 利用料３割負担の対象拡大（「現役なみ所得」の基準額引き上げ）

● 金融所得の勘案や金融資産等の取扱い

＜大臣折衝合意事項（２０２３年１２月）＞

● 人員配置基準のさらなる緩和
・ 現在＝特定施設：見守りセンサーの活用等で ３：１ ⇒ ３： ０.９

↓
・ 実証事業でエビデンスが示されれば、特養等において期中実施

● 施設多床室での室料徴収の対象拡大
・ 現在＝「療養型」「その他型」老健、「Ⅱ型」介護医療院

↓
・ すべての老健施設、介護医療院を対象とする

法「改正」
不 要

Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連
第１１０回介護保険部会（２０２３年１２月２２日）資料

利用料２割負担の対象拡大について（２０２３年１２月・大臣折衝合意）



Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

利用料２割負担の対象拡大について（２０２５年１２月１日・介護保険部会）

第１３０回介護保険部会（２０２５年１２月１日）資料 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001602154.pdf

Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

利用料２割負担の対象拡大について（２０２５年１２月１日・介護保険部会）

第１３０回介護保険部会（２０２５年１２月１日）資料 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001602154.pdf

４つの所得基準案



Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

利用料２割負担の対象拡大について（２０２５年１２月１日・介護保険部会）

第１３０回介護保険部会（２０２５年１２月１日）資料 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001602154.pdf

Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

利用料２割負担の対象拡大について（２０２５年１２月１日・介護保険部会）

第１３０回介護保険部会（２０２５年１２月１日）資料 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001602154.pdf
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利用料２割負担の対象拡大について（２０２５年１２月１日・介護保険部会）

第１３０回介護保険部会（２０２５年１２月１日）資料 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001602154.pdf

Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

利用料２割負担の対象拡大について（２０２５年１２月１日・介護保険部会）

第１３０回介護保険部会（２０２５年１２月１日）資料 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001602154.pdf
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ケアプランの有料化（２０２５年１２月１日・介護保険部会）

第１３０回介護保険部会（２０２５年１２月１日）資料 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001602154.pdf

Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

ケアプランの有料化（２０２５年１２月１日・介護保険部会）

第１３０回介護保険部会（２０２５年１２月１日）資料 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001602154.pdf
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要介護１、２の生活援助サービス等（２０２５年１１月２０日・介護保険部会）

第１３０回介護保険部会（２０２５年１２月１日）資料 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001602154.pdf

Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連第１３０回介護保険部会（２０２５年１２月１日）資料 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001602154.pdf

補足給付の見直し（２０２５年１２月１日・介護保険部会）
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【財務省】－さらなる給付抑制推進／財政審「建議」（５月２７日発表）

■ 財政審（財政制度等審議会）「建議」･･･毎年２回（春・秋）に公表

● 予算編成と制度改革への提言

● 目的は「財政の健全化」⇒財政赤字を作り出している最大の要因＝社会保障費の増大

● 介護事業社会保障・介護職員の状況と対応

･･･高齢化・人手不足等を理由とした倒産が増加する一方で、介護事業における新設法人は増加を続けており、差し引きで介護
事業者は増加。今後の生産年齢人口の減少を踏まえれば、介護分野にばかり人材が集中するのは適切でない･･･。⇒職場環境の整備や生産性向上等に取り組むことで、賃上げとともに人材の定着を推し進めるべき。

● 訪問介護事業者の状況と対応

･･･訪問介護事業者については、倒産件数が増加しているという指摘があるが、施設事業に比べ新規参入も容易であり、事業所
数は増加。「訪問介護事業所が１つもない自治体」（１０７町村）について指摘があるが、広域でのサービス提供が行われている自
治体や、システムに表れない小規模事業所・基準該当サービス等が存在することに留意が必要。

● 介護保険の利用者負担（２割負担）の見直し

･･･２割負担の対象者の範囲拡大について早急に実現すべき 。また 、医療
保険と同様に 、利用者負担を原則２割とすることや 、現役世代並み所得 （３
割 ）等の判断基準を見直すことについても検討していくべき

● ケアマネジメントの利用者負担の導入

･･･公正 ・中立なケアマネジメントを確保する観点から 、質を評価する手法の
確立や報酬への反映と併せ 、居宅介護支援に利用者負担を導入すること
で 、質の高いケアマネジメントが選ばれる仕組みとする必要。

● 軽度者に対する生活援助サービス等の地域支援事業への移行

･･･軽度者 （要介護１ ・２）に対する 訪問介護 ・通所介護 についても 地域支
援事業への移行を目指し 、段階的に 、生活援助型サービスをはじめ 、地域
の実情に合わせた多様な主体による 効果的 ・効率的なサービス提供を可能
にすべき

https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20250527/index.html

Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

【経産省】－混合介護の推進／「高齢者・介護関連サービス産業振興に関する戦略検討会」

「介護の社会化」⇒⇒ 「介護の再家族化」＋「介護の商品化」

＜保険給付の削減＞ ＜混合介護の推進＞

● 仕事をしながら介護を行う、働く家族介護者＜ビジネスケアラー＞の切り口で介護分野における政策検討を推進してきた。
● 高齢者・介護関連サービスは、高齢者（主に在宅高齢者を想定）自身と家族の両方に提供する、①介護予防・社会参加支援、
②日常生活支援、③生活機能維持・療養支援と、主に高齢者の家族に価値提供する、④家族支援の４領域で整理。

● 基本的には、公的介護保険対象以外のサービス（いわゆる、介護保険外サービス）を指すものとするが、提供形態として、公
的介護保険で提供されるサービスと組み合わせて提供される場合も含むものとする。

混合介護の推進

全体の流れ
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介護保険２５年の経過－「制度の持続可能性の確保」をめざして

介護保険料※ 介護報酬給付の見直し負担の見直し

2,911円－第１期

（00～02年度）

3,293円▲2.3％●基盤整備の総量規制●施設等の居住費・食費の徴収開始第２期

●給付適正化対策スタート＋補足給付（負担軽減制度）導入（03～05年度）

4,060円▲2.4％●新予防給付（要支援１､２）の創設第３期

【予防重視型システムへの転換】（06～08年度）

4,190円＋3.0％●処遇改善交付金制度創設第４期
※実質プラス改定●認定制度の全面見直し 【軽度判定化】（09～11年度）

4,972円＋1.2％●処遇改善交付金を介護報酬に編入第５期
※実質▲0.8％（→利用者負担が発生）

＜消費税８％へ＞

（12～14年度）

5,514円▲2.27％●総合事業スタート 【給付から事業へ】●利用料２割負担導入第６期

※基本報酬で●特養の入所対象を原則要介護３以上に●補足給付に資産（15～17年度）

▲4.48％★「自立」理念の転換（未来投資会議）要件等導入

5,869円＋0.54％●生活援助（訪問介護）に届出制導入●利用料３割負担導入第７期

※適正化分で●福祉用具の平均貸与価格の設定●高額介護サービス費上限引き上げ（18～20年度）

▲0.5％★財政インセンティブ導入●総報酬割導入 ＜消費税１０％へ＞

6,014円＋0.67％●ＬＩＦＥ（科学的介護）導入●補足給付の資産要件等の見直し第８期

※コロナ対応分は（21～23年度）

21年9月末まで

6,225円＋1.59％●「生産性の向上」を加算で評価第９期

（24～26年度）

◆ 「史上最悪」の改悪を提案
＝全面実施は見送り（２０２２年）

↓↓
◆ 利用料２割負担の対象拡大等

＝２０２５年に審議再スタート

基準額の全国平均

社会保障・税一体改革

全世代型
社会保障改革

小泉構造改革

新しい資本主義

★負担は上がり、給付は削られ、報酬は低く据え置かれ･･･
一方で、介護保険料は右肩上がりに上昇

聖域なき構造改革
６
年
に
１
度
の
法
「
改
正
」

■ 社会保障制度改革推進法

３
年
に
１
度
の
法
「
改
正
」
（
他
法
と
の
一
括「
改
正
」
）

→ ２０１５年

→ ２０２５年

→ ２０４０年

■ 戦争法制定
経済・財政一体改革

アベノミクス

✕新しい資本主義

ニューアベノミクス

“兵糧攻め”

Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

4,000 
4,700 

1,700 1,400 1,300 1,300 1,300 1,300 

9,100 

12,300 

3,200 

4,600 

1,800 

3,900 

1,700 1,800 

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

自然増の削減 社会保障全体の削減

「社会保障・税の一体改革」の帰結･･･目的は“消費税増税”だった

「消費税を引き上げて、社会保障の機能強化を図る」
↓↓

★ 第２次安倍政権以降の９年間で、自然増分だけでも
社会保障費の削減額は２兆円に
（小泉構造改革時以上の社会保障費のカット断行）

消費税
５％⇒８％

消費税
８％⇒１０％

（億円）
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■ 全世代型社会保障改革とは

● 「給付は高齢世代中心、負担は現役世代中心となっている現在の社会保障を転換する」

● 「現役世代の負担を軽減しつつ、年齢に関わりなく、能力に応じて負担し、個性を活かして支
え合う」（「骨太方針」２０２５）

■ 全世代型社会保障改革の２つの目的

● 【高齢化】への対応（＝２０２５年に向けて）
＝ 給付と負担の損得勘定で世代間の対立をあおり、高齢期の社会保障を中心に給付を削減、

最終的にはすべての世代にわたって負担を強いる＜全世代負担増強＞改革

● 【高齢化】＋【人口減少】への対応（＝２０４０年を目途に）
＝ 高齢者の「働き方」（就業）改革と､社会保障改革（年金制度等）を一体的に推進、高齢者を

働かざるを得ない状況に追い込む＜生涯現役強制＞改革

↓↓

･･･ 「お上に頼るな」 、「病気になるな」、 「要介護になるな」、 「“７０歳”まで働け」

★ 全世代型社会保障改革＝①社会保障費の削減＋②働き手の確保の「一石二鳥」をねらう改革⇒政府の成長戦略に「動員」（高齢者・女性）⇒ 「人口減少」下でも、経済成長できる国へ

★ 「全世代型」という“まやかし”＝社会保障に対する国と資本の（財政）責任を覆い隠す機能（世

代間内の配分に解消）

全世代型社会保障改革＝負担増強・生涯現役強制改革

（佛教大・長友薫輝教授）

Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連朝日新聞 ２０２５・１０・５

石破政権から高市政権（自民と維新の連立政権）へ

朝日新聞 ２０２５・１０・１１

公明党 連立政権から離脱

朝日新聞
２０２５・９・８

高
市
内
閣
発
足

１０月２１日

９月７日

１０月４日

１０月１０日
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自民・維新連立政権合意
（２０２５年１０月２０日）

Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

連立政権合意書－「医療費４兆円削減」を盛り込む

二 社会保障政策

▼ 「ＯＴＣ類似薬」を含む薬剤自己負担の見直し、金融所得の反映などの応能負担の徹底など、

２５年通常国会で締結したいわゆる「医療法に関する３党合意書」（６月１１日）および「骨太方針
に関する３党合意書」（２月２５日）に記載されている医療制度改革の具体的な制度設計を２５年
度中に実現しつつ、社会保障全体の改革を推進することで、現役世代の保険料率の上昇を止め、
引き下げていくことを目指す。

■ 自民・公明・維新の＜３党合意＞
－年４兆円の医療費削減

● ＯＴＣ類似薬の保険給付の見直し  
● 病床削減と地域医療構想－人口減少に伴い不要となる病床

（約１１万床）を削減
● 医療DXの推進  
● 地域フォーミュラリの全国展開－後発医薬品の使用促進や患

者負担の軽減を図る  
● 応能負担の徹底－現役世代に負担が偏る構造を見直し、金

融所得を保険料負担に反映させる仕組みを検討
● 生活習慣病の重症化予防とデータヘルスの推進  
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大軍拡路線と全世代型社会保障改革を踏襲･･･９条・２５条攻撃の一体化

★ 高市政権＝防衛費対ＧＤＰ比２％目標を前倒し（２０２５年度）で実施 ⇒さらなる増額へ⇒防衛費＝社会保障費削減のいっそう強力な圧力に！

＞

★ 巨額の防衛費を「聖域化」した上で、「次元の異なる少子化対策」を推進し、
その財源を徹底した「歳出改革」で調達する

敵基地攻撃能力の保有、軍事大国をめざすために･･･ マトを外した･･･

［支援金制度］医療保険料に上乗せ徴収
※ 「負担増にはならない（歳出改革で保険
料を下げれば支援金分と相殺されるから）」

＝政府の説明

敵
基
地
攻
撃
能
力
の
保
有

＞＞

⇒対ＧＤＰ比１％から２％へ

（２０２７度目標）

・ 高額療養費制度見直し
・ 介護保険「三大改悪」･･･

「改革工程」（２０２３年１２月）

全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋

26（予算案）

（８.８）

Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

「改革工程」が掲げる医療・介護保険制度改革

（生産性の向上、効率的なサービス提供、質の向上）
○ 医療ＤＸによる効率化・質の向上
○ 生成 ＡＩ等を用いた医療データの利活用の促進
○ 医療機関、介護施設等の経営情報の更なる見える化
○ 医療提供体制改革の推進（地域医療構想、かかりつけ医機能が発揮される制度整備）
○ 介護の生産性・質の向上
○ イノベーションの推進、安定供給の確保と薬剤保険給付の在り方の見直し
○ 国保の普通調整交付金の医療費勘案等
○ 国保の都道府県保険料率水準統一の更なる推進
● 介護保険制度改革（ケアマネジメントに関する給付の在り方、軽度者への生活援助サービス等に関する給付
の在り方）
○ サービス付き高齢者向け住宅等における介護サービス提供の適正化
○ 福祉用具貸与のサービスの向上
○ 生活保護の医療扶助の適正化等
○ 障害福祉サービスの地域差の是正

（能力に応じた全世代の支え合い）
● 介護保険制度改革（利用者負担（２割負担）の範囲、多床室の室料負担）
○ 医療・介護保険における金融所得の勘案や金融資産等の取扱い
○ 医療・介護の３割負担（「現役並み所得」）の適切な判断基準設定等
○ 障害福祉サービスの公平で効率的な制度の実現

（高齢者の活躍促進や健康寿命の延伸等）
○ 高齢者の活躍促進
○ 疾病予防等の取組の推進や健康づくり等
○ 経済情勢に対応した患者負担等の見直し（高額療養費自己負担限度額の見直し／入院時の食費の基準の見
直し）

－「２０２８年度までに実施について検討する取り組み」

★２０２５年度通常国会＝２０２５年度予算編成
（８月からの実施はとりあえず中止）

★２０２５年度通常国会＝医療法「改正」

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_shakaihosho_kochiku/dai10/siryou2-2.pdf
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２０２６年

臨時国会（１０月～１２月） 通常国会（１月～６月）

審
議
会
報
告

制
度
「
改
正
」

決定

（３月） （６月）（１２月） （１月）

閣
議
決
定

２０２５年

決定

介護保険部会で審議

２０２６年度
期中改定？

（４月・６月？）

※ ９月末より
「給付と負担の見直し」の
検討開始

三大改悪案 改正要綱

期
中
改
定

２６年度予算編成作業

緊
急
支
援

総
合
経
済
対
策

（２５年度補正予算） 決定

経済対策案審議

（１０月･･高市政権発足）

介護保険制度をめぐる動き（２０２５～２０２６国会）

「改正」法案
提案・審議

★ ★ ★

介護保険法「改正」

・ ２０２６年度介護報酬改定
・ 大幅な処遇改善

･･･

・ 訪問介護基本報酬
引き下げ撤回、減収補填

・ 事業所への緊急支援
･･･

●「改悪案をつくらせない！
国家に提案させない!

●「廃案」・改悪中止を！！

２６年度予算案
国会提案・審議
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総合経済対策－２０２５年補正予算案閣議決定（２０２５年１１月２８日）
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総合経済対策－２０２５年補正予算案閣議決定（２０２５年１１月２８日）
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195

162

67

80

今までどおり入所を続ける
（２割になっても自分で負担が可能）

今までどおり入所を続ける
（家族に援助してもらうことが可能）

施設を退所する、
もしくは退所を検討する

その他

回答なし

626

153

285

38

54

93

今までどおり利用を続ける

（2割になっても自分で負担が可能）

今までどおり利用を続ける

（家族に援助してもらうことが可能）

サービスの利用回数や時間を減らす

サービスの利用を中止する

サービスの利用回数・時間を減らす、

サービスの利用を中止する

その他

「利用料１割負担が２割になったら」･･･全日本民医連・緊急影響調査

施設入所者（ ５１４名）※複数回答

在宅サービス利用者（１,０９７名）※複数回答

377
（34.4%）

（13.0%）

25.4%17男性

74.6%50女性

43.3%29単身

28.4%19配偶者あり

28.4%19その他

★ 在宅「その他」

・様子をみて決める
・家族と相談しないと分からない
・利用しているサービスを変える
・食費・生活費など経済的やりくりを考える（多数）
・金額による。 限度額内であれば利用継続
・生活保護を受給する
・障害（ガイドヘルパー）中心の支援に

★

実施期間 ２０２２年９月中旬～１０月



Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

（１） 利用料の新たな引き上げが実施されれば、施設入所や在宅サービス利

用の継続に深刻な困難が生じる利用者・家族が出現することが予測される。
利用者の身体的・精神的状態の悪化、家族の介護負担・経済負担の増大など、
本人・世帯の生活の質の後退をもたらすことになる。

（２） 調査時点で「負担可能」と回答していても、加齢とともに利用するサービ

スを増やしたり、施設に入所することになった際、利用料の負担が今までどお
り続けられるのかどうか、多くの方が将来に強い不安を抱いている。

（３） 利用料が２割になっても、様々な事情により「施設を退所できない」「在宅

サービスの利用を減らせない」方が相当数おり、食費や外出の機会を減らす
など本人・家族の生活を切り詰めることで利用料を捻出し、入所・利用を継続
すると回答している。利用サービスの増減などの外見では測れない、「顕在
化しない困難」が広がることが予測される。

調査から明らかになったこと
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千葉県内訪問介護サービスの基本報酬引き下げに関するアンケート集計結果（一部）
2024年10月1日～31日実施、県内1621事業所中500事業所抽出（宛先不明5通・母数495事業所）、回答129・回答率26.1％
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社会経済情勢を適切に反映した
診療報酬改定等に関する緊急要望

地域の医療機関や介護・福祉事業所は国民が安心して暮らしを営んで
いく上で欠かすことができないものであり、経済財政運営と改革の基本方
針2024においても「高齢者人口の更なる増加と人口減少に対応するため、
限りある資源を有効に活用しながら、質の高い効率的な医療・介護サービ
スの提供体制を確保する」とされている。

地域の医療機関や介護・福祉事業所では、昨今の終わりの見えない物
価高によるダメージが蓄積し、経営努力も限界に達しており、このままでは
サービス提供体制を維持していくことすら困難となる事態が懸念される。

国においてはこうした状況を真摯に受け止め、適切かつ早急に改善され
るよう、次の事項について強く求める

１ 令和８年度診療報酬改定及び財政支援

－略－

２ 介護・障害福祉サービス等報酬の見直し及び財政支援

介護・障害福祉サービスについても、公定価格が物価や人件費の上昇

に追いついていないことに加え、特に中山間地域や離島等の移動に時間
を要する地域では訪問や送迎等に係るコストが十分に評価されていない
ため、事業者の経営が厳しいものとなっている。

さらに、令和６年度に基本報酬が引き下げとなった訪問型の介護事業者
や業務効率化等による経営改善の余地が少ない小規模な事業者が特に
厳しい経営環境に直面しており、休廃業件数が過去最多を記録するなど
極めて深刻な状況が生じている。

ついては、令和９年度に予定されている次の定期改定を待たずして臨
時改定等の措置を速やかに講じるとともに、事業継続に向けた緊急的な
財政支援を行うこと。

加えて、物価や賃金の上昇に応じて適時適切に介護・障害福祉サービ
ス等報酬をスライドさせる仕組みを導入すること。

令和７年５月１５日

●全国知事会が政府に要望書を提出（５月１５日）●

しんぶん赤旗２０２５・４・２

● ４月２８日現在、３７都道府県２９２市区町村議会で陳情･請願
採択、国への意見書は２８９自治体

● 都道府県では１６道県議会で意見書
－北海道､岩手､秋田､埼玉､長野､新潟､福井、愛知､三重､奈良､

島根､香川､高知､宮崎､鹿児島､沖縄

自治体の動き❶－国への要請

･･･ 指定都市市長会も政府に要請（国庫負担割合の引き上げなど）
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自治体の動き❷－独自施策の広がり／基本報酬引き下げ分（差額）を支給

● 新潟県村上市

● 訪問介護報酬引き下げによる減収分を２０２４年４月
にさかのぼって独自に補助

・ 本体部分の引き上げ率０.６１％を上乗せした額と、引
き下げ後の実績の報酬額との差額を事業所に支給

・ 市内１７事業所が対象
・ 次期改定までの３年間の措置（総額４２００万円）
・ 介護保険給付等準備基金の取り崩しで対応
・ ガソリン代も支援（車両１台月３０００円支給）

● 議会で、国に引き下げ撤回を求める意見書を全会一
致で可決

高橋邦芳市長

「国はぜひ地方の現状に目を向け、介護報
酬の改定は３年後と固定せず、早期に引き
下げを見直していただきたい。」

しんぶん赤旗
２０２５・１・７

● 東京都品川区

森沢恭子区長

「次の改定までの間にも経営悪化の一途をたど
りかねない」「（厚労省には）早期に実態を把握
して改定に向けて取り組んでほしい」

● 引き下げ前との差額分を補填
・ 次期２０２７年度までの臨時措置
・ 区内６０の事業所が対象
・ １事業所につき

年間１２万円～２４０万円
・ ２５年度補正予算で対応

東京新聞２０２５・６・１１
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団体署名（１１月２０日提出）に寄せられた現場の声

● 訪問ヘルパーの高齢化が叫ばれて数年経ちますが、若い世代の入職の定着は進みません。50代は少な
く60代が腰痛、膝痛の不調を覚えながら、70～80歳のヘルパーも現役で頑張ってくださっています。遅い時

間の訪問は事故の危険性が大きく、遠距離移動もしかりです。全職員の夏場の移動は熱中症の危険と隣合
わせです。法人の育成委員会があらゆる手を尽くして求人活動を行っていますが、新規獲得は困難な状況
が続いています。高齢ヘルパーの退職後、少ないヘルパーで新規利用者を受けることができなくなれば、事
業の継続が成り立たなくなります。若い世代が介護職を選べるように報酬の引き上げを切に願います。また
事業所が安定した経営を行うことで倒産もなくなり、必要な地域に介護事業所が存在し続けることができるよ

う、介護報酬の引き上げをお願い致します。

● 介護職員の思いやりややりがいに甘えて介護報

酬を下げてきたことに憤りを感じます。専門職であり、
超高齢化社会に欠かせない人材を低賃金で働かせ
て疲弊させ、介護現場から撤退させている現実を直
視し、必要な措置を講じてほしいと強く希望します。
ケアマネジャーの人材不足・業務負担も深刻です。
利用者の生活を全体的にみて支える立場である分、
抱え込み疲弊していきます。高額で無意味な研修を
見直し、賃金を上げて働きやすい仕事となるように行
政の理解・改善を求めます。ヘルパーは在宅介護の
最前線で欠かせない重要な業務です。ヘルパーの
温かい手に支えられて生活している要介護者が沢山
います。在宅で看取ることを推進するのであれば尚
更、移動時間や流動的な業務内容にも適応できる制
度にして報酬を上げ、訪問介護を魅力的な職場にす
る責任が国にはあると思います。

Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

20.2%
6.2%

9.6%
6.1%

2.3%
8.1%

2.8%
14.7%

3.2%
13.2%
13.4%

利用料の負担

施設での居住費・食費の負担

認定結果が合っていない

総合事業への移行

総合事業以外のサービスの内容

支給限度額による利用上限

自治体のローカルルール

施設・在宅で療養･生活の場が見つからない

介護保険料未納による給付制限

困った時などに相談できる人がいない

その他

制度の仕組みがつくりだしている利用困難 （民医連調査）

【問】 「どのような制度上の問題でサービス利用の困難が生じていますか」（複数回答）

※ 全日本民医連「２０１９年介護事例調査」（５７８事例）より
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17.2%

8.4%

5.4%
3.7%

11.3%

0%
0万円 1～99万円 ～199万円 200万以上 全体

要
支
援
＋
要
介
護
者
の
出
現
率
％

※ 近藤克則『健康格差社会』

可処分所得と要支援・要介護者の出現率

◆ 「可処分所得が低い層ほど
要支援・要介護者の出現率が高い」

＜所得階層別要介護者割合＞

★ 最も必要とする人に介護サービスが届かない構造的問題
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申 請

認定調査

↓
一次判定

↓
二次判定

要
介
護
認
定

非該当

予防プラン ケアプラン

サービス利用までの流れ

予防給付 介護給付

利用料 利用料

契約

（対象外）

要支援 要介護１～５

● 給付の上限設定

● 要介護認定という＜査定＞システム＝給付の資格の有無と水準を決定

● 利用はすべて「契約」で＝利用者と事業者の直接契約方式

● 利用料負担＝サービスの利用に応じた定率負担（応益負担制）

● 保険料は、年金天引きが基本、未納・滞納者には制裁措置

★ 介護保険料と介護給付費が直接連動（サービス拡充⇒保険料増大）

● 申請主義＝市町村の窓口（地域包括支援センター）に申請

･･･ 認知症など軽度に判定される傾向あり～判定結果と状態像の乖離

（現在＝２０２４年３月）２０００年４月

５０，３２０要支援１
６１，５００要支援

１０５，３１０要支援２

１６７，６５０要介護１１６５，８００要介護１

１９７，０５０要介護２１９４，８００要介護２

２７０，４８０要介護３２６７，５００要介護３

３０９，３８０要介護４３０６，０００要介護４

３６２，１７０要介護５３５８，３００要介護５

＜保険給付の上限＝区分支給限度基準額＞

･･･超えた分は
全額自己負担

● 営利企業の参入容認（在宅・入居系サービス）

※ 医療保険とのちがい

改めて介護保険について考える❷－“給付抑制装置”の組み込み



Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

社保協「介護保険制度の抜本改善提言」（パンフレット）

■ 介護保険「２５年」の経過と現状

● 相次ぐ給付削減と負担増
● 低く固定化された介護報酬
● 広がり続ける怒り

－訪問介護基本報酬の引き下げ
● 深刻さを増す人手不足
● 進まない処遇改善
● 介護困難の広がりの中で、

介護保険料は右肩上がり
● コロナ禍のもとで

■ 介護保険が直面している＜３つの危機＞

■ 政府が準備しているさらなる改悪メニュー

■ 介護保険制度の緊急改善・抜本改善を求める
● 制度改革の焦点
● 介護保険制度、高齢者介護補償のあり方、
めざすべき方向について、議論を呼びかけます

【当面の「緊急改善」案】

【介護保険制度の「抜本改善」案】

★ 政府の制度改革のスピードは早く、利用者と家族はそのたびに翻弄され、介護現場は目の前の対応に日々追われています。

しかし、そうした状況だからこそ、介護保険制度、高齢者介護保障の本来のあり方について多くの人たちと議論し、共有を図り、
声を挙げていくことが大切になっているのではないでしょうか。

★ この「提言」が、介護保険・高齢者介護保障のあり方について、多くの団体、個人のみなさんとご一緒に議論を進めていく一助
になればと思います。地域から、職場から、介護改善を求める声と運動を大きく広げていきましょう。
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（１） 給付と負担のあり方に関わること

① 介護保険料について

② 利用者負担について

③ サービス利用の仕組みについて

④ 給付の体系について

（２） サービス提供のあり方に関わること

① 介護報酬について

② 介護従事者の処遇改善・職員確保について

③ 介護サービス基盤整備に関して

（３） 制度理念について

（４） 財政運営・保険者のあり方について

（５） 国・自治体（保険者）のサービス保障責任
について

（6）関連する制度の見直しについて

■ 「抜本改善」

（１） 介護保険制度の緊急改善

① 費用負担について

② 認定システム、保険給付の上限について

③ 給付、サービス基盤の整備について

④ 介護報酬について

⑤ 介護保険財政について

（２） 介護従事者の処遇改善、働く環境の整備

（３） 保険者機能に関すること

（４） 新型コロナウイルス感染症への対応
－現状の困難の打開と今後の備え

（５） これ以上の制度の後退を許さない
－次期の見直し（２３年法「改正」）に向けて

■ 「緊急改善」

「緊急改善」 「抜本改善」の内容
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● 介護保険料は、逆進的な定額負担ではなく、所得

に応じた定率負担制に切り替える。市町村民税非課
税者から保険料を徴収しない。年金天引き制度（特
別徴収）、未納者・滞納者への制裁措置を廃止する

● 利用料は廃止する（介護の無償化）

● 現行の要介護認定制度は廃止する。要支援・要介

護度ごとに設定された保険給付の上限（区分支給限
度額）は撤廃し、利用者の介護の実態に見合った給
付内容を保障する

● 利用するサービスの内容については、ケアマネ

ジャーの裁量を高め、ケアマネジャーと本人、家族が
協議して決定することを基本とする仕組みに改める。
その際、市町村は必要十分なサービスを確保できる
よう責任を果たす

● （処遇改善） 介護の公共性をふまえ、すべての介

護従事者の賃金をその専門性にふさわしい水準を確
立し引き上げる

● 公費を投入して介護保険料を引き下げる

● 利用料の２割負担、３割負担を１割に戻す。低所
得者を対象とした利用料の減免措置を講じる

● 補足給付の「資産要件」「配偶者要件」を撤廃する。
認知症グループホーム、特定施設に対象を拡大する

● 軽度に判定されやすい認知症など、個々の状態

が正確に反映されるよう認定システムの大幅な改善
を図る。

● 区分支給限度額（保険給付の上限額）を大幅に
引き上げる

● （処遇改善） 就業場所や職種を問わず、全ての介

護従事者の給与を少なくとも全産業平均水準まで引
き上げる

● これ以上の制度の後退を許さない（示されてい
る見直し案を検討・実施に移さない）

制度の改善・立て直しは待ったなし！－「機能不全」の解消

■ 「緊急改善」案

－現状の困難を早急に打開するとともに、さら
なる制度の後退を許さない

■ 「抜本改善」案

－本来の社会保険への転換をめざす制度の
「再設計」

＜社保協「介護保険制度の抜本改善提言」より＞
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【１】 国庫負担割合の引き上げは不可欠

● このままでは、財政破綻は避けられない ＜介護給付費の増大⇒保険料高騰⇒支払い困難（年金の目減り・
生活困難）⇒保険料の引き上げ困難＞･･･残るのは徹底的なサービスの削減＝「制度残って介護なし」

● ❶高齢化の進展に伴う介護需要の拡大への対応、❷制度の改善によるサービスの充実、❸払える水準の介
護保険料設定－のためには、国庫負担割合の大幅な引き上げ（高齢者保険料割合の圧縮）が不可欠

介護保険制度改革－２つの政策的焦点

【２】 処遇改善 ＝利用料に連動する介護報酬ではなく、全額公費（国）負担で

都道府県
負担金

市町村負担金

（調整交付金）

国庫負担分
（計２５％）

公費保険料

（制度開始時は１７％）

第２号保険料

５％

２０％

１２.５％

１２.５％

２３％

２７％ ●自民党
＝国費１０％引き上げを主張（２０１２年）

● 公明党
＝公費割合を５割から６割へ

（２０１０年 参院選重点政策）
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「給付」は （「負担」に応じてではなく）、 「必要」に応じて

「負担」は （「給付」に応じてではなく）、「（負担可能な）能力」に応じて

社会保障は国の責任で－ミサイルではなくケアを！

必要充足原則

応能負担原則

介護する人・受ける人がともに大切にされる制度へ
（ ⇒ ともにケアし合う社会へ）

★「給付」と「負担」の切り離し＝社会保障の本質

★ ケアを顧みようとしない新自由主義政治が続く中、日本は公的ケアが大きく不足する社会に！
新自由主義政治の転換、防衛費の削減、社会保障拡充で、誰もが安心して暮らせる社会に！

真の「介護の社会化」を！－「介護の再家族化」「介護の市場化」を許さない

「人権としてのケア」の実現

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する

２ 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増
進に努めなければならない

＜日本国憲法第２５条＞
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不公平税制の是正・防衛費を削って社会保障へ

■ 防衛装備品移転円滑化基金

東京新聞 ２０２５・２・６

企業規模別・法人税実質負担率（２０２０年度）

所得階級別の所得税負担率（２０２２年度所得税）

★ 訪問介護基本報酬減額分･･･５０～６０億円

「１億円の壁」



高齢化率と社会保障の
給付規模の国際比較

9,177 

4,872 5,194 
3,910 

1,851 2,364 

スウェーデン フランス ドイツ イギリス 日本 アメリカ

出典：OECD(2016)： Social Expenditure Database 、OECD Health Statistics 2016より作成

非高齢者関連６分野の
国民１人あたり社会支出（２０１７年）

唐鎌直義教授作成
（「学習の友」2023年6月）

★軍事費ではなく、社会保障・少子化対策の財政拡充を

● 全ての介護従事者の給与を全産業平均水準に＝２．３兆円

全世代型社会保障改革＝高齢者は「優遇」されているのか

（防衛費倍増分「５兆円」あったら何ができるか？）
東京新聞など
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● いま、ケアの本質が真正面から問われています。

● 「生産性」や「効率性」の追求、政府が掲げる「自立」（介護が不要な状態）支援の促進、データ
やアウトカム評価の重視などの流れが格段に強まっています。

● こうした政策の動きの中で、利用者、介護現場の実態、その背景にある制度の問題点と合わせ

て、ケアの社会的な価値や本来の制度のあり方、介護の専門性や専門職の役割などを日常の実
践を通して明らかにしていきましょう。

ケアの本質、ケアの社会的価値をめぐって

※ 民医連介護チラシ２０２５
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「人権としてのケア」の実現を

● 現在の日本社会は、公的に保障されるべきケアが著しく不足し、ケアの価値が不当に貶め
られている社会

★ ケアを受ける人の人権が守られていないからケアする人の人権も守られておらず、
逆に、ケアする人の人権が守られなければケアを受ける人の人権が守られない

● 介護保険制度＝＜保険給付の抑制＞＜賃金の抑え込み＞

･･･ ケア労働者の賃金はなぜ低いか⇒背景にジェンダー問題
－ケア（介護）は誰にでもできるという考え方を前提に、主に女性（主婦）が家庭で無償

労働として担うものであり、職業化しても家計の補助労働でかまわないととらえる
ジェンダー規範（「男性＝稼ぎ主」とするケアの性別役割分担）

･･･それを仕組みとして制度に組み込んだのが介護保険
－低く固定化された介護報酬
－ 家族介護者がいることを前提にした給付水準（区分支給限度額）

● 全産業平均水準への給与の引き上げ、介護保険給付の拡充⇒ジェンダー平等の実現と、全世代型社会保障改革を転換につながる重要な一歩

● 「介護の社会化」 ＝ケアに対する責任と費用をどのように＜公正＞に分配するか

★ ケアに対する公的責任が果たされ、ケアニーズを社会の中心に置き、それを満たすことが

何よりも重視される「ケアが大切にされる社会」、「人権としてのケア」が保障される制度の実
現をめざす声と共同を大きく広げていきましょう。
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ご静聴
ありがとう
ございました

林 泰則・はやしやすのり
全日本民主医療機関連合会
東京都文京区湯島２－４－４

平和と労働センター７Ｆ
TEL  03-5842-6451    FAX  03-5842-6460

http://www.min-iren.gr.jp/
E-mail   y-hayashi @ min-iren.gr.jp

民医連 「介護ウェーブ２０２２」チラシより


